
北方森林学会規則 

 
第１条 本会は、北方森林学会と称し、事務局を北海道大学内（北海道札幌市北区北９条西９丁目）におく。 

第２条 本会は、主に北方の森林に関する森林学の向上ならびに林業および森林関連産業の発展を図ることを目的とし、下記の事

業を行う。 

１ 講演会、研究会、見学視察旅行等の開催 

２ 森林学、林業および森林関連産業に関する調査研究 

３ その他の必要な事項 

第３条 本会会員は、本会の趣旨に賛同し、所定の会費を納めたものとする。 

第４条 本会で功績のあったものを名誉会員とすることができる。名誉会員は、評議員会で推薦し、総会で決定する。

第５条 本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入で支弁する。 

会費は1 カ年3,500 円とする。ただし、学生は2,000 円とする。なお、本会の趣旨に賛同し、年4,000 円の機関会費を納

めた機関または団体を機関会員とすることができる。ただし、北海道森林管理局および北海道の機関会費は、それぞれの下

部機関を含め年100,000 円とする。また、本会の趣旨に賛同し、年1 口（5,000 円）以上の賛助会費を納めたものを賛助

会員とすることができる。 

第６条 会計年度は、毎年10 月1 日に始まり、翌年9 月30 日に終わる。 

第７条 本会は年1 回の総会を開く。但し必要な場合は随時に開くことができる。

第８条 総会では主に次のことを議する。 

１ 会務報告 

２ 本会規則の変更および本会に関する重要な事項

第９条 本会には次の役員をおく。 

会  長 1 名 評議員 13 名程度 

監  事 2 名 幹 事 若 干 名 

会長は会務を総理し、本会を代表する。評議員は会務執行に関する事項を審議して執行する。監事は会計および会務執

行の状況を監査する。幹事は評議員の職務を補佐し、事務局の総務と会計を担当する。 

評議員は、会員の選挙によるもの 8 名と、会長の任命によるもの若干名とからなる。評議員選出規定は別に定める。会長

は、会員によって選出された評議員の中から互選する。会長に事故があるときは評議員の中から会長代理を選出し、この

職務を代行する。監事は、評議員会において選出する。幹事は、会長が選任する。 

役員の任期は 2 カ年とする。但し、会長は重任をしない。役員に欠員が生じた場合には会長がこれを補充し、その任期は

前任者の任期の残りの期間とする。 

第１０条 本規則に規定していない細則は、評議員会で決める。 

附則 １ 本規則は、昭和40 年10 月1 日より実施する。 ９ 本規則は、昭和62 年10 月1 日より実施する。 

２ 本規則は、昭和41 年10 月1 日より実施する。 １０ 本規則は、平成 4 年10 月1 日より実施する。 

３ 本規則は、昭和45 年 4 月1 日より実施する。 １１ 本規則は、平成 8 年10 月1 日より実施する。 

４ 本規則は、昭和45 年10 月1 日より実施する。 １２ 本規則は、平成 9 年10 月1 日より実施する。 

５ 本規則は、昭和49 年10 月1 日より実施する。 １３ 本規則は、平成13 年10 月1 日より実施する。 

６ 本規則は、昭和52 年10 月1 日より実施する。 １４ 本規則は、平成17 年10 月1 日より実施する。 

７ 本規則は、昭和55 年10 月1 日より実施する。 １５ 本規則は、平成23 年 4 月1 日より実施する。 

８ 本規則は、昭和56 年10 月1 日より実施する。 １６ 本規則は、平成25 年11 月12 日より実施する。 

 １７ 本規則は、令和 2 年11 月27 日より実施する。 

 
 
 

※評議員選出規定 

第１条 選挙ならびに被選挙有資格者は、役員改選の年の6 月末日現在における会員、名誉会員ならびに個人の賛助会員とする。

第２条 選挙は、2 名以内連記の無記名投票とする。投票は郵送あるいは電子投票によることができる。 

第３条 開票の結果、得票数の多いものから定数までを当選者とする。ただし得票数が等しい場合は抽選によって順位を決める。

第４条 選挙に関する事務は幹事会がこれにあたるとともに、幹事会は、開票結果を会長に報告する。 


